
世に出る表現型
一般向け媒体

（例：アトラス）

支援ツール
（例：EADAS）

普及啓発
・保全へ向けた社会の雰囲気の醸成
→教科書やメディアに取り上げてもらう

施策立案の支援（Evidence-based Policy Making: EBPM）
・自然の状態や変化、施策の効果などの検証
→国家戦略の指標やJBOへの反映

・これから取り組むべき課題の抽出
→今後の予算取り、各課施策の打ち出し支援

・次期基礎調査の設計へフィードバック
→必要な調査項目・データの洗い出し

・基礎自治体での施策への反映
→地域戦略や各計画に使ってもらう

一般

国

国

自治体

研究者等

生データの提供 J-IBIS
（例：自然環境調査Web-GIS, 

いきものログ,
巨樹巨木林DBなど）

解析後データの提供
（例：総合解析）

主たる提供先
副次的な提供先

※ここは共通の
システムでも可

※整えた地図・
グラフ等

主たる利用者層

国

自然環境情報の幅広い活用
・研究者や専門家へのベースデータ提供
・環境アセスメント迅速化の基礎資料
・民間企業のCSRやESG投資等におけるデータ活用

コンサル

企業

本検討のアウトカムイメージ １．基礎調査の成果活用の推進
基礎調査の成果は、一般に向けた普及啓発、行政の施策立案、専門的な研究、環境アセス、企業活動など、
多様な利用者によって幅広く利用されており、今後もその利用が一層進むことが期待されている。
利用者層と利用目的によって、求められる自然環境情報のレベルや形態は異なる。それらに適合するように、
情報発信媒体や利用を促進するツールを整備する必要がある。

資料２-２



環境省実施の他調査
（課題対応的な調査設計）

本検討のアウトカムイメージ ２．基礎調査の推進体制

・地域の調査への参加
・調査ツール
（調査補助サービス等）活用
・保全の取組へのデータの活用

・活動場所における調査実施
・保全の取組へのデータの活用
・調査人材の育成

・調査実施（企業有地周辺、環境影響評価など）
・企業活動の影響評価
・計画・事業等へのデータの活用
・新たな調査技術・補助サービス等の開発・提供

・調査実施
・データ共有に向けた助言（生物名やデー
タ項目等のルール作成）
・生物多様性の評価指標の開発
・新たな調査技術の科学的検証・人材育成

・各責任範囲（河川・湖沼・農地・森林・
都市など）の調査実施とデータ公表
・政策へのデータの活用
・調査人材の育成・地域の調査実施とデータ公表

・地域戦略等の各種政策への
データ活用
・調査人材の育成

地方公共団体

地域コミュニティ

研究者（博物館等含む）

NGO/NPO
民間事業者

関係省庁

基礎調査の課題（資料2－1参照）：

①基礎的調査で収集すべき情報の整理・検討
②効果的なとりまとめ方法の検討と情報発信
③エビデンスに基づく政策立案への貢献
④社会的課題に対する自然環境調査の貢献
⑤調査体制の枠組みの拡充
⑥生物多様性情報の効率的な集約・共有化

基盤情報の充実による
情報の相互利用の促進

基礎調査は全国的な自然環境に関する基盤情報を収集する環境省の中核的なセンサス調査であり、環境省で実施
される課題対応的な他調査と調査設計が異なる。
基礎調査には、我が国の自然環境の現状を示す基盤情報を収集・蓄積するとともに、時代の変化とともに移り変わ
る社会情勢に対応した調査成果の発信が求められる。

調査結果の共有

太字：各主体に特に期待される役割

2

生物多様性センター

自然環境保全
基礎調査

モニタリング
サイト1000

（センサス的な調査設計）

環境情報の提供

（センサス的な調査設計）

環境省

①

⑤

⑥

⑤

⑤

⑤

⑥

③④

●生物多様性情報の
収集・共有

●分析結果の提供

J-IBIS ・いきものログ

⑤

⑥

②


